
資料２－１

２ ７ 水 推 第 ２ ２ 号

平成２７年４月１５日

水産政策審議会

会長 山下 東子 殿

農林水産大臣 林 芳正

内水面漁業の振興に関する法律施行令の一部を改正する政令について

（諮問第２５２号）

別紙のとおり、内水面漁業の振興に関する法律施行令（平成２６年政令第３２４

号）の一部を改正する政令を定め、うなぎ養殖業を内水面漁業の振興に関する法律

（平成２６年法律第１０３号）第２６条第１項の指定養殖業として定めたいので、

同条第５項の規定に基づき、貴審議会の意見を求める。
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政
令
第

号

内
水
面
漁
業
の
振
興
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
内
水
面
漁
業
の
振
興
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第

三
十
条
並
び
に
同
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
五
十
八
条
の
二

第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

内
水
面
漁
業
の
振
興
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
に
見
出
し
と
し
て
「
（
指
定
養
殖
業
の
指
定
）
」
を
付
し
、
本
則
中
「
第
二
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
六
条
第
一

項
」
に
改
め
、
本
則
を
本
則
第
一
条
と
し
、
本
則
に
次
の
五
条
を
加
え
る
。

（
指
定
養
殖
業
の
許
可
の
申
請
後
養
殖
場
が
滅
失
し
た
場
合
）

第
二
条

指
定
養
殖
業
（
法
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
養
殖
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
法
第
三
十
条

に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

公
示
が
あ
り
、
当
該
公
示
に
係
る
許
可
の
申
請
（
以
下
「
公
示
に
係
る
許
可
の
申
請
」
と
い
う
。
）
を
し
た
後
に
、
当
該
申

請
に
係
る
養
殖
場
が
滅
失
し
た
場
合
に
お
い
て
、
滅
失
の
日
か
ら
六
月
以
内
に
当
該
養
殖
場
に
代
え
て
他
の
養
殖
場
（
次
項
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に
お
い
て
「
新
養
殖
場
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
当
該
養
殖
業
を
開
始
又
は
再
開
す
る
見
込
み
で
あ
る
と
き
は
、
公
示
に
係

る
許
可
の
申
請
を
す
べ
き
期
間
の
満
了
日
ま
で
に
そ
の
旨
を
農
林
水
産
大
臣
に
届
け
出
た
と
き
に
限
り
、
法
第
三
十
条
に
お

い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
漁
業
法
第
五
十
八
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
請

に
係
る
養
殖
場
は
、
滅
失
し
て
い
な
い
も
の
と
み
な
す
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
滅
失
し
て
い
な
い
も
の
と
み
な
さ
れ
た
養
殖
場
に
つ
い
て
の
同
項
の
申
請
に
基
づ
く
許
可
を
受
け
た

者
は
、
新
養
殖
場
に
お
い
て
当
該
養
殖
業
を
開
始
若
し
く
は
再
開
す
る
日
又
は
同
項
の
養
殖
場
の
滅
失
の
日
か
ら
六
月
を
経

過
す
る
日
の
う
ち
い
ず
れ
か
早
い
日
ま
で
に
、
新
養
殖
場
の
名
称
、
所
在
地
及
び
面
積
を
農
林
水
産
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
養
殖
場
の
滅
失
の
日
か
ら
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
届
け
出
な
い
と
き
は

、
当
該
許
可
は
、
同
日
に
そ
の
効
力
を
失
う
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

一

次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
項
に
規
定
す
る
他
の
養
殖
場
に
つ
い
て
し
た
公
示
に
係
る
許
可
の
申
請

を
し
た
と
き
。

二

公
示
に
係
る
許
可
の
申
請
を
し
た
養
殖
場
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
旧
養
殖
場
」
と
い
う
。
）
が
滅
失
し
た
た
め
、
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そ
の
旧
養
殖
場
に
代
え
て
他
の
養
殖
場
に
つ
い
て
、
そ
の
者
か
ら
、
法
第
三
十
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
漁
業

法
第
五
十
九
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
指
定
養
殖
業
の
許
可
の
申
請
（
そ
の
内
容
が
従
前
の
許
可
を
受
け
た
内
容
と
同
一

で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
養
殖
場
に
つ
き
当
該
指
定
養
殖
業
の
公
示
に
係
る
許
可
の
申
請
が
あ
っ

た
場
合
（
そ
の
同
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
に
対
し
、
こ
れ
に
係
る
当
該
指
定
養
殖
業
の
許
可
の
有
効
期
間
の
満
了

日
ま
で
に
申
請
の
却
下
を
受
け
た
と
き
を
除
く
。
）

（
滅
失
し
た
養
殖
場
に
代
わ
る
他
の
養
殖
場
に
つ
い
て
の
指
定
養
殖
業
の
許
可
の
申
請
）

第
三
条

指
定
養
殖
業
に
つ
い
て
従
前
の
許
可
を
受
け
て
い
た
養
殖
場
が
当
該
指
定
養
殖
業
に
つ
い
て
の
公
示
に
係
る
許
可
の

申
請
を
す
べ
き
期
間
の
満
了
日
の
前
六
月
以
内
に
滅
失
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
許
可
を
受
け
て
い
た
者
が
当
該
指
定
養

殖
業
に
つ
き
そ
の
養
殖
場
に
代
え
て
他
の
養
殖
場
に
つ
い
て
し
た
公
示
に
係
る
許
可
の
申
請
（
一
の
滅
失
に
つ
き
一
の
申
請

に
限
る
。
）
は
、
法
第
三
十
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
漁
業
法
第
五
十
八
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
現
に
当
該
指
定
養
殖
業
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
が
当
該
指
定
養
殖
業
の
許
可
の
有
効
期
間
の
満
了
日

の
到
来
の
た
め
当
該
許
可
に
係
る
養
殖
場
と
同
一
の
養
殖
場
に
つ
い
て
し
た
当
該
指
定
養
殖
業
の
許
可
の
申
請
と
み
な
す
。

２

前
項
の
規
定
は
、
同
項
に
規
定
す
る
公
示
に
係
る
許
可
の
申
請
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
代
替
養
殖
場
に
つ
い
て
の
申
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請
」
と
い
う
。
）
の
ほ
か
、
当
該
従
前
の
許
可
を
受
け
て
い
た
養
殖
場
が
滅
失
し
た
た
め
、
そ
の
者
か
ら
、
そ
の
代
替
養
殖

場
に
つ
い
て
の
申
請
に
係
る
養
殖
場
以
外
の
養
殖
場
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
継
続
許
可
申
請
代
替
養
殖
場
」
と
い
う
。

）
に
つ
い
て
法
第
三
十
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
漁
業
法
第
五
十
九
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
当
該
指
定
養
殖
業

の
許
可
の
申
請
（
そ
の
内
容
が
従
前
の
許
可
を
受
け
た
内
容
と
同
一
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
継
続

許
可
申
請
代
替
養
殖
場
に
つ
き
当
該
指
定
養
殖
業
の
公
示
に
係
る
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
（
そ
の
同
号
の
規
定
に
よ
る

許
可
の
申
請
に
対
し
、
こ
れ
に
係
る
当
該
指
定
養
殖
業
の
許
可
の
有
効
期
間
の
満
了
日
ま
で
に
申
請
の
却
下
を
受
け
た
場
合

を
除
く
。
）
に
は
、
そ
の
代
替
養
殖
場
に
つ
い
て
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
法
第
三
十
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
漁
業
法
第
五
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
中
の
場
合
）

第
四
条

指
定
養
殖
業
に
つ
い
て
の
公
示
に
係
る
許
可
の
申
請
に
係
る
養
殖
場
に
つ
い
て
そ
の
者
が
法
第
三
十
条
に
お
い
て
読

み
替
え
て
準
用
す
る
漁
業
法
第
五
十
九
条
（
第
四
号
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
る
当
該
指
定
養
殖
業
の
許
可
の
申
請
（
そ
の

内
容
が
従
前
の
許
可
を
受
け
た
内
容
と
同
一
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
し
、
こ
れ
に
対
す
る
許
可
又
は
申
請
の
却
下
を
受

け
て
い
な
い
場
合
に
は
、
当
該
公
示
に
係
る
許
可
の
申
請
は
、
法
第
三
十
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
漁
業
法
第
五

十
八
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
現
に
当
該
指
定
養
殖
業
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
が
当
該
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指
定
養
殖
業
の
許
可
の
有
効
期
間
の
満
了
日
の
到
来
の
た
め
当
該
許
可
に
係
る
養
殖
場
と
同
一
の
養
殖
場
に
つ
い
て
し
た
当

該
指
定
養
殖
業
の
許
可
の
申
請
と
み
な
す
。

（
許
可
の
申
請
後
申
請
者
が
死
亡
し
、
解
散
し
又
は
分
割
を
し
た
場
合
）

第
五
条

指
定
養
殖
業
に
つ
い
て
公
示
に
係
る
許
可
の
申
請
を
し
た
者
が
そ
の
申
請
を
し
た
後
に
死
亡
し
、
合
併
に
よ
り
解
散

し
、
又
は
分
割
（
当
該
申
請
に
係
る
養
殖
場
を
承
継
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
相
続
人
（
相
続
人
が

二
人
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
協
議
に
よ
り
当
該
申
請
を
し
た
者
の
地
位
を
承
継
す
べ
き
相
続
人
を
定
め
た
と
き
は

、
そ
の
者
）
、
当
該
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
当
該
合
併
に
よ
っ
て
成
立
し
た
法
人
又
は
当
該
分
割
に
よ
っ
て
当
該

養
殖
場
を
承
継
し
た
法
人
は
、
当
該
指
定
養
殖
業
の
公
示
に
係
る
許
可
の
申
請
を
し
た
者
の
地
位
を
承
継
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
に
係
る
許
可
の
申
請
を
し
た
者
の
地
位
を
承
継
し
た
者
は
、
承
継
の
日
か
ら
二
月
以
内
に
そ
の

旨
を
農
林
水
産
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
養
殖
業
の
許
可
に
関
す
る
技
術
的
読
替
え
）

第
六
条

法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
漁
業
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
法
の
規

定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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第
五
十
六
条
の
見
出
し
及
び

許
可
又
は
起
業
の
認
可

許
可

同
条
第
一
項

第
五
十
六
条
第
二
項

許
可
又
は
認
可

許
可

第
五
十
七
条
の
見
出
し
及
び

許
可
又
は
起
業
の
認
可

許
可

同
条
第
一
項

第
五
十
七
条
第
一
項
第
三
号

船
舶

養
殖
場

第
五
十
八
条
第
一
項

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
る

許
可
を
す
る

第
五
十
五
条
第
一
項
及
び
第
五

第
五
十
九
条

十
九
条

そ
の
許
可
又
は
起
業
の
認
可

そ
の
許
可

並
び
に
許
可
又
は
起
業
の
認
可

及
び
許
可

第
五
十
八
条
第
二
項

許
可
又
は
起
業
の
認
可

許
可

第
五
十
八
条
第
四
項

許
可
を
し
又
は
起
業
の
認
可
を

許
可
を
し
て
も
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し
て
も

第
五
十
八
条
の
二
第
一
項
か

許
可
又
は
起
業
の
認
可

許
可

ら
第
四
項
ま
で

第
五
十
八
条
の
二
第
六
項
第

許
可
又
は
起
業
の
認
可

許
可

一
号
及
び
第
二
号

船
舶

養
殖
場

第
五
十
八
条
の
二
第
六
項
第

許
可
又
は
起
業
の
認
可

許
可

三
号

船
舶

養
殖
場

許
可
若
し
く
は
起
業
の
認
可

許
可

第
五
十
八
条
の
二
第
六
項
第

許
可
又
は
起
業
の
認
可

許
可

四
号

第
五
十
九
条
の
見
出
し

許
可
等

許
可

第
五
十
九
条
各
号
列
記
以
外

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
そ
の
他
農

の
部
分

す
る
場
合

林
水
産
省
令
で
定
め
る
場
合
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許
可
又
は
起
業
の
認
可

許
可

第
五
十
九
条
第
一
号

受
け
た
船
舶

受
け
た
養
殖
場
の
全
部
又
は
一
部

他
の
船
舶

他
の
養
殖
場

許
可
又
は
起
業
の
認
可

許
可

第
五
十
九
条
第
二
号

受
け
た
船
舶

受
け
た
養
殖
場
の
全
部
又
は
一
部

他
の
船
舶

他
の
養
殖
場

許
可
又
は
起
業
の
認
可

許
可

第
五
十
九
条
第
三
号

受
け
た
船
舶

受
け
た
養
殖
場
の
全
部
又
は
一
部

当
該
船
舶

当
該
養
殖
場

許
可
又
は
起
業
の
認
可

許
可

第
六
十
一
条

許
可
又
は
起
業
の
認
可

許
可

受
け
た
船
舶

受
け
た
養
殖
場

船
舶
の
総
ト
ン
数
を
増
加
し
、

養
殖
場
に
お
い
て
養
殖
す
る
こ
と
が
で
き
る
水
産
動
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又
は
操
業
区
域

植
物
の
量

第
六
十
二
条
第
一
項

許
可
又
は
起
業
の
認
可

許
可

船
舶

養
殖
場

第
六
十
二
条
第
二
項

許
可
又
は
起
業
の
認
可

許
可

第
六
十
二
条
の
二
の
見
出
し

許
可
等

許
可

第
六
十
二
条
の
二
第
一
項
各

許
可
又
は
起
業
の
認
可

許
可

号
列
記
以
外
の
部
分

第
六
十
二
条
の
二
第
一
項
第

船
舶

養
殖
場

一
号

第
六
十
二
条
の
二
第
一
項
第

許
可
又
は
起
業
の
認
可

許
可

二
号

船
舶

養
殖
場

第
六
十
二
条
の
二
第
一
項
第

船
舶

養
殖
場

三
号
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第
六
十
二
条
の
三
の
見
出
し

許
可
等

許
可

第
六
十
二
条
の
三
、
第
六
十

許
可
又
は
起
業
の
認
可

許
可

三
条
第
一
項
及
び
第
六
十
四

条第
百
三
十
三
条
第
一
項

漁
業

指
定
養
殖
業
の
許
可

第
六
十
三
条
第
一
項
に
お
い

漁
船
に
乗
り
組
ん
で
い
る
者
及

養
殖
場
で
作
業
を
し
て
い
る
者

て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
水

び
当
該
漁
船
の
た
め
に
陸
上
作

産
資
源
保
護
法
（
昭
和
二
十

業
を
し
て
い
る
者

六
年
法
律
第
三
百
十
三
号
）

第
十
二
条

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
う
な
ぎ
養
殖
業
の
許
可
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
う
な
ぎ
養
殖
業
に
つ
き
内
水
面
漁
業
の
振
興
に
関
す
る
法
律
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
届
出
を
し
た
者
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
当
該
養
殖
業
に
つ
い
て
同
法
第
二
十
六
条
第
一
項

の
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
う
な
ぎ
養
殖
業
の
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
者
に
対
し
て
は
、
当
該
許
可
に
係
る
許
可
証

は
、
交
付
し
な
い
も
の
と
す
る
。

第
三
条

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
う
な
ぎ
養
殖
業
の
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
者
に
つ
い
て
の
内
水
面
漁
業
の

振
興
に
関
す
る
法
律
第
三
十
条
の
規
定
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
漁
業
法
第
五
十
八
条
の
二
第
三
項
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
当
該
許
可
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
水
産
動
植
物
の
量
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
申
請
を
し
た
者
の

内
水
面
漁
業
の
振
興
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る

う
な
ぎ
養
殖
業
の
実
態
を
勘
案
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
水
産
動
植
物
の
量
」
と
す
る
。

（
公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
法
律
を
定
め
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
法
律
を
定
め
る
政
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
百
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
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う
に
改
正
す
る
。

本
則
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
百
四
十
二

内
水
面
漁
業
の
振
興
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
三
号
）
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